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【解答】4 
難易度★★（よく考えれば簡単だけど、ぱっと見すごく難しい） 
無線局の予備免許を与える際、識別信号（コールサイン）が無ければ試験電波を出すこともできないので、こ
れが入っていない選択肢は誤りです。また、出題文②の記述から、A は工事落成の期限であることが分かりま
す。以上から、正解は選択肢 4 と決定されます。 
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【解答】4 
難易度★（確実に正解したい問題） 
操作の監督ではなく、操作です。 
 

第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 
「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 
「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。 
「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。 
「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。 
「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含ま
ない。 
「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。 
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【解答】1 
難易度★（簡単な問題です） 
このように規定されています。 

「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。  
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【解答】4 
難易度★★（よーく考えないと悩む問題） 
どの選択肢も正しく思えてしまい悩む問題ですが、「赤色の彩色が施された金属遮蔽体」という規定はありませ
ん。また、「無線従事者のほか出入りできないように」は「取扱者のほか出入りできないように」です。 
条文は次のようになっています。 

送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接
地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所
に装置する場合は、この限りでない。 
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【解答】1 
難易度★★（覚えておかないと悩みます） 
選択肢 1 のように規定されています。 
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【解答】3 
難易度★（定番問題。必ず正解したい） 
「30 日以内に再交付を受けた免許証を返納」ではなく、「10 日以内に発見した免許証を返納」です。  
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【解答】1 
難易度★（定番問題） 
定期的に出題される定番問題です。最初はどれが正しいか迷う問題ですが、一度覚えれば必ず正解できます。ポ
イントは、「有線通信を利用することができないか、またはこれを利用することが著しく困難であるとき」に行わ
れるという点です。 
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【解答】2 
難易度★（覚えてしまえば簡単） 
選択肢 2 のように規定されています。 
ポイントとして、遭難通信の場合のみ、免許状に記された通信相手、周波数、電波の形式、電力などの規定を
超えて運用することができますが、緊急通信や安全通信などはそこまでは許されていません。 
混信等についても、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信の場合に限り、混信などの妨害が許される、と
いう規定になっています。この辺りを取り違えないように注意しましょう。 
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【解答】3 
難易度★（頻出の条文です） 
「臨時に電波の発射の停止を命じ」るという文言は、電波法の中でこの一か所しかありません。これは、電波の
質が省令で定めるものに適していない場合の措置です。これで選択肢 B・C が決定され、正解が決定されます。 
選択肢 A は、話の流れからして当然「技術基準に適合するように修理」が該当します。 
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【解答】3 
難易度★★（ちょっと難しい） 
消去法で選択肢 1・2・4 を消すことで選択肢 3 が残りますが、自信をもって正解できる感じではないかと思い
ます。元の条文では、次のように規定されています。 

第七十六条 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく
処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時
間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 
（略） 
４ 総務大臣は、免許人（包括免許人を除く。）が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消す
ことができる。 
（略） 
三 第一項の規定による命令又は制限に従わないとき。 
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【解答】4 
難易度★（必ず正解したい問題） 
無線局の免許人は、電波法または電波法に基づく命令に違反して運用する無線局、要するに違法な無線局を認
めた場合、文書によって総務大臣等に報告しなければならないという義務が課せられています。一般的に 80 条
報告と呼ばれています。  
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【解答】2 
難易度★（定番問題） 
免許状の訂正や再発行も比較的定番の問題です。 
選択肢 A が申請書なのはすぐに分かるので、この時点で 2 択。新たな免許状が再交付されたら、旧免許状は遅滞
なく返納、これで正解は 2 と決定します。 
選択肢 C の文言も定番です。 


